
【表紙】
　

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年11月28日

【会社名】 株式会社ネクソン

【英訳名】 NEXON Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　崔　承祐

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目３番１号

【電話番号】 03（3523）7911（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長　　オーウェン・マホニー

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目３番１号

【電話番号】 03（3523）7910

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長　　オーウェン・マホニー

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額 　

　 ブックビルディング方式による募集 35,751,000,000円

　 売出金額 　

　 （オーバーアロットメントによる売出し） 　

　 ブックビルディング方式による売出し 6,834,750,000円

　 　

（注）　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出

金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時におけ

る見込額であります。
　

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

　　

EDINET提出書類

株式会社ネクソン(E25850)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

 1/16



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成23年11月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集

35,050,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成23年11月28日開催の取締役会において決定し、並びにブッ

クビルディング方式による売出し（オーバーアロットメントによる売出し）5,257,500株の売出しの条件及び売出しに

関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第二部　企業情報　第２　事業の状況　４

　事業等のリスク」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

　

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　募集の方法

３　募集の条件

(2）ブックビルディング方式

４　株式の引受け

５　新規発行による手取金の使途

(1）新規発行による手取金の額

(2）手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

募集又は売出しに関する特別記載事項

３　本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

第二部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

　

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　　（訂正前）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 35,050,000（注）３．

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社に

おける標準となる株式であります。

　（注）１．平成23年11月10日開催の取締役会決議によっております。

２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．上記発行数は、平成23年11月10日開催の取締役会において決議された当社普通株式70,000,000株（以下「総

発行数」という。）の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に

係るものであります。総発行数のうち残余の34,950,000株について、国内募集と同時に、欧州及び米国を中心

とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルー

ル144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において募集（以下「海外募集」という。）

が行われる予定であります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案

の上、発行価格決定日（平成23年12月５日）に決定される予定であります。なお、総発行数については、平成

23年11月28日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

国内募集及び海外募集と同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場（ただし、米国においては米国証券法

に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において、当社の株主であるキ

ム　サンボンが所有する当社普通株式100,000株の売出し（以下「海外売出し」といい、海外募集と併せて以

下「海外募集等」という。）が行われる予定であります。

さらに、後記「第２　売出要項」の「１　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとお

り、需要状況等を勘案し、国内募集及び海外募集等とは別に5,257,500株を上限として、野村證券株式会社が

エヌエックスシー・コーポレーションから借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オー

バーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。

また、国内募集及び海外募集等において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を

行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあり

ます。

海外募集等の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外募集等について」を

ご参照下さい。

４．国内募集、海外募集等及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オ

ファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、モルガン・ス

タンレーMUFG証券株式会社及びGoldman Sachs International（以下「ジョイント・グローバル・コーディ

ネーター」という。）であります。

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社であり、当社株式を

取得し得る投資家のうち個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会

社が行うものとします。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会

社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社が共同で行うものと

します。

５．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、平成23年11月10日開催の取締役会におい

て、野村證券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式5,257,500株の第三者割当増資（以下

「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジ

ケートカバー取引について」をご参照下さい。

６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容に

ついては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 35,050,000（注）３．

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社に

おける標準となる株式であります。

　（注）１．平成23年11月10日開催の取締役会決議によっております。

２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．上記発行数は、平成23年11月10日開催の取締役会において決議された当社普通株式70,000,000株（以下「総

発行数」という。）の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に

係るものであります。総発行数のうち残余の34,950,000株について、国内募集と同時に、欧州及び米国を中心

とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルー

ル144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において募集（以下「海外募集」という。）

が行われる予定であります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案

の上、発行価格決定日（平成23年12月５日）に決定される予定であります。

国内募集及び海外募集と同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場（ただし、米国においては米国証券法

に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において、当社の株主であるキ

ム　サンボンが所有する当社普通株式100,000株の売出し（以下「海外売出し」といい、海外募集と併せて以

下「海外募集等」という。）が行われる予定であります。

さらに、後記「第２　売出要項」の「１　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとお

り、需要状況等を勘案し、国内募集及び海外募集等とは別に5,257,500株を上限として、野村證券株式会社が

エヌエックスシー・コーポレーションから借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オー

バーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。

また、国内募集及び海外募集等において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を

行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあり

ます。

海外募集等の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外募集等について」を

ご参照下さい。

４．国内募集、海外募集等及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オ

ファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、モルガン・ス

タンレーMUFG証券株式会社及びGoldman Sachs International（以下「ジョイント・グローバル・コーディ

ネーター」という。）であります。

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社であり、当社株式を

取得し得る投資家のうち個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会

社が行うものとします。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会

社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社が共同で行うものと

します。

５．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、平成23年11月10日開催の取締役会におい

て、野村證券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式5,257,500株の第三者割当増資（以下

「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジ

ケートカバー取引について」をご参照下さい。

６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容に

ついては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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２【募集の方法】

　　（訂正前）

　平成23年12月５日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」

欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受

価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は平成23年11月28日開催予定の取締役会において決

定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内

募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い

ません。

　なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない

募集
－ － －

ブックビルディング方式 35,050,000 40,517,800,00022,832,972,000

計（総発行株式） 35,050,000 40,517,800,00022,832,972,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成23年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平

成23年12月５日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される

資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,360円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総

額（見込額）は47,668,000,000円となります。
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　　（訂正後）

　平成23年12月５日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」

欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受

価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は平成23年11月28日開催の取締役会において決定さ

れた会社法上の払込金額（1,020円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込

み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を

支払いません。

　なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない

募集
－ － －

ブックビルディング方式 35,050,000 35,751,000,00021,825,635,000

計（総発行株式） 35,050,000 35,751,000,00021,825,635,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成23年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平

成23年12月５日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される

資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．仮条件（1,200円～1,400円）の平均価格（1,300円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額

（見込額）は45,565,000,000円となります。
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３【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

　　（訂正前）

発行価格
（円）

引受価額
（円）

払込金額
（円）

資本組
入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込証
拠金
（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．

未定

(注)２．

未定

(注)３．
100

自　平成23年12月６日(火)

至　平成23年12月９日(金)

未定

(注)４．
平成23年12月13日(火)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、平成23年11月28日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク

等を総合的に勘案した上で、平成23年12月５日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が

高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関

投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成23年11月28日開催予定の取締役会において決定される予定で

あります。また、「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成23年12

月５日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の

手取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成23年11月10日開催の取締役会において、

増加する資本金の額は、平成23年12月５日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条

第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする旨、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加

する資本金の額を減じた額とする旨を、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期

日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成23年12月14日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。国内

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成23年11月29日から平成23年12月２日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合に

は、海外募集等、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたします。また、海

外募集等が中止された場合にも、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資

を中止いたします。
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　　（訂正後）

発行価格
（円）

引受価額
（円）

払込金額
（円）

資本組
入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込証
拠金
（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．
1,020

未定

(注)３．
100

自　平成23年12月６日(火)

至　平成23年12月９日(金)

未定

(注)４．
平成23年12月13日(火)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,200円以上1,400円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格

変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成23年12月５日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関

投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま

す。

①グローバル展開等により、創業以来の高い成長を持続すると期待されること。

②アイテム課金モデルにより高い収益性を達成していること。

③売上の過半を主力の２タイトルに依存していること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットに

おける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,200円

から1,400円の範囲が妥当であると判断いたしました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,020円）及び平成23年12月５

日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取

金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成23年11月10日開催の取締役会において、

増加する資本金の額は、平成23年12月５日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条

第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする旨、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加

する資本金の額を減じた額とする旨を、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期

日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成23年12月14日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。国内

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成23年11月29日から平成23年12月２日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額（1,020円）を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止さ

れた場合には、海外募集等、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたしま

す。また、海外募集等が中止された場合にも、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三

者割当増資を中止いたします。
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４【株式の引受け】

　　（訂正前）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

未定

　

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、平成23年12月13日まで

に払込取扱場所へ引受価額

と同額を払込むことといた

します。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引受

価額との差額の総額は引受

人の手取金となります。

　

モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

ゴールドマン・サックス証

券株式会社
東京都港区六本木六丁目10番１号　

三菱UFJモルガン・スタン

レー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

バークレイズ・キャピタル

証券株式会社　
東京都港区六本木六丁目10番１号　

計 － 35,050,000 －

　（注）１．引受株式数は、平成23年11月28日開催予定の取締役会において決定する予定でありますが、需要状況等を勘案

した結果、国内募集と海外募集の内訳の決定等に伴って、変更される可能性があります。

２．当社は、上記引受人と発行価格決定日（平成23年12月５日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定

であります。

３．引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、10,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金

融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

　

　　（訂正後）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 22,782,500
　

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、平成23年12月13日まで

に払込取扱場所へ引受価額

と同額を払込むことといた

します。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引受

価額との差額の総額は引受

人の手取金となります。

　

モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 3,505,000

ゴールドマン・サックス証

券株式会社
東京都港区六本木六丁目10番１号　 3,505,000

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,505,000

三菱UFJモルガン・スタン

レー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,051,500

バークレイズ・キャピタル

証券株式会社　
東京都港区六本木六丁目10番１号　 701,000

計 － 35,050,000 －

　（注）１．引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の決定等に伴って、変更される可能性

があります。

２．当社は、上記引受人と発行価格決定日（平成23年12月５日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定

であります。

３．引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、10,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金

融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
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５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　　（訂正前）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

45,665,944,000 300,000,000 45,365,944,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に

払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,360円）を基礎とし

て算出した見込額であります。

２．発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び

地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

　

　　（訂正後）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

43,651,270,000 300,000,000 43,351,270,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社に

払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件（1,200円～1,400円）の平均価格（1,300円）を基礎として算

出した見込額であります。

２．発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び

地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

上記の差引手取概算額45,365百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設

備に3,000百万円（平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円）、ゲーム著作権に係る長期前払

費用に1,837百万円（平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円）、ソフトウェア等に463百万円

（平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円）及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションの

ビル建設費用に8,980百万円（平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403

百万円、平成26年12月期2,505百万円）、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円（平成23年12月期

11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円）、残額を当社グループにおける投融資

に充当する予定であります。

　投融資については、ゲームポートフォリオの拡充及びオンラインゲームの開発力の強化等を目的として、オン

ラインゲーム開発会社等への投資を行う方針であります。しかし、現時点では具体的な内容や充当時期が決定

していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

（注）１．「１　新規発行株式」の（注）５．に記載の本件第三者割当増資の手取概算額6,849百万円につい

ては、当社グループにおける新規ゲームタイトルの開発投資や投融資等に充当する予定であります

が、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方

針であります。

２．設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」

の項をご参照下さい。

　

　　（訂正後）

上記の差引手取概算額43,351百万円については、当社グループにおけるサーバー等のオンラインゲーム用設

備に3,000百万円（平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円）、ゲーム著作権に係る長期前払

費用に1,837百万円（平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円）、ソフトウェア等に463百万円

（平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円）及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションの

ビル建設費用に8,980百万円（平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403

百万円、平成26年12月期2,505百万円）、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円（平成23年12月期

11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円）、残額を当社グループにおける投融資

に充当する予定であります。

　投融資については、ゲームポートフォリオの拡充及びオンラインゲームの開発力の強化等を目的として、オン

ラインゲーム開発会社等への投資を行う方針であります。しかし、現時点では具体的な内容や充当時期が決定

していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

（注）１．「１　新規発行株式」の（注）５．に記載の本件第三者割当増資の手取概算額6,547百万円につい

ては、当社グループにおける新規ゲームタイトルの開発投資や投融資等に充当する予定であります

が、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方

針であります。

２．設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」

の項をご参照下さい。
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第２【売出要項】

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

　　（訂正前）

種類 売出数（株）
売出価額の総額
（円）

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
5,257,5007,150,200,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社　　　 　　5,257,500株

計(総売出株式) － 5,257,5007,150,200,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行

う日本国内における売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数

は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、本件

第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会

社及びゴールドマン・サックス証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメント

による売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」と

いう。）を行う場合があります。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジ

ケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

４．国内募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたし

ます。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,360円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一

であります。
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　　（訂正後）

種類 売出数（株）
売出価額の総額
（円）

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
5,257,5006,834,750,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社　　　 　　5,257,500株

計(総売出株式) － 5,257,5006,834,750,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行

う日本国内における売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数

は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、本件

第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会

社及びゴールドマン・サックス証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメント

による売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」と

いう。）を行う場合があります。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジ

ケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

４．国内募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたし

ます。

５．売出価額の総額は、仮条件（1,200円～1,400円）の平均価格（1,300円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一

であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　　（訂正前）

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、野村證券株式会社が当社株主であるエヌエックスシー・コーポレーション（以下「貸株人」という。）より借入

れる株式であります。これに関連して、当社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、本件第三者割当増資を行

うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)募集株式の数 当社普通株式　　　5,257,500株

(2)募集株式の払込金額 未定　（注）１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基

づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた

額とする。　（注）２.

(4)払込期日 平成23年12月29日（木）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、平成23年11月28日開催予定の取締役会において決定される

予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であ

ります。

２．割当価格は、平成23年12月５日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と

同一とする予定であります。

　（以下省略）

　

　　（訂正後）

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、野村證券株式会社が当社株主であるエヌエックスシー・コーポレーション（以下「貸株人」という。）より借入

れる株式であります。これに関連して、当社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、本件第三者割当増資を行

うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)募集株式の数 当社普通株式　　　5,257,500株

(2)募集株式の払込金額 １株につき1,020円

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基

づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた

額とする。　（注）

(4)払込期日 平成23年12月29日（木）

　（注）　割当価格は、平成23年12月５日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一

とする予定であります。

　（注）１．の全文及び２．の番号削除

　（以下省略）
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第二部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

③　法的規制に関わるリスク

ⅰ）未成年者に関する法的規制について

　　（訂正前）

　各国においてはゲーム中毒や暴力等過激な刺激から青少年を保護する規制があります。韓国ではゲーム配

信会社に対して、18歳未満の青少年が午前０時から午前８時までの任意の６時間の間オンラインゲームの利

用を禁止する、もしくは長時間オンラインゲームに接続している場合、インターネットの接続速度を制限す

るよう求めております。中国でも、未成年者のゲーム中毒対策として、１日３時間以上ゲームを継続すると、

ゲーム内で得られる経験値やポイント等が半減し、５時間を経過した場合、それらがゼロになるような運用

をゲーム配信会社に義務付けています。

　

　　（訂正後）

　各国においてはゲーム中毒や暴力等過激な刺激から青少年を保護する規制があります。韓国では、ゲーム配

信会社に対して、16歳未満の少年が午前０時から午前６時までの６時間の間オンラインゲームを利用するこ

とを禁止することを求める法律が平成23年11月に発効しております。また、文化体育観光部は、ユーザーが長

時間オンラインゲームに接続している場合、一定時間が経過するとゲームアイテムを獲得する速度を遅くす

るなど、ゲームユーザーによる長時間のゲーム利用を防止する効果を持ったゲームシステム内特殊プログラ

ムを採用するよう勧告しています。中国でも、未成年者のゲーム中毒対策として、１日３時間以上ゲームを継

続すると、ゲーム内で得られる経験値やポイント等が半減し、５時間を経過した場合、それらがゼロになるよ

うな運用をゲーム配信会社に義務付けています。

　

④　事業体制に関わるリスク

ⅲ）個人情報の保護について

　　（訂正前）

　当社グループは、オンラインゲームの配信やその他サービスの提供にあたり、またオンラインゲームのプロ

モーションのためにユーザー及び潜在的ユーザーの住所、氏名、電話番号、メールアドレス、国民登録番号等

の個人情報を取得します。かかる行為に関して、日本では「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情

報取扱事業者としての義務を課されており、韓国においては個人情報の取得や保管についての法令違反があ

る場合には行政処分や刑事罰の対象となる場合もあります。当社グループでは相当数の個人情報をサーバー

内に保管・管理しておりますが、近時当社グループのサーバーに対する外部からのハッキング行為があった

ことが発覚しております。かかるハッキング行為による個人情報の漏洩は確認されていないものの、これに

対して当社グループは、「Office of Global Security」の新設等のセキュリティ強化対策を実施しており

ます。また、当社ウェブサイト上でもプライバシーポリシーを掲示し当社グループの取組み姿勢を示してお

ります。

　今後も継続的にセキュリティ強化対策を行うとともに、社員教育を徹底することで個人情報の流出を未然

に防げるよう細心の注意を払ってまいりますが、外部からのハッキング行為や従業員の不正行為などにより

個人情報が漏洩した場合には、ユーザーからの損害賠償請求、行政処分、刑事罰及びそれらに起因する信用低

下等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

　　（訂正後）

　当社グループは、オンラインゲームの配信やその他サービスの提供にあたり、またオンラインゲームのプロ

モーションのためにユーザー及び潜在的ユーザーの住所、氏名、電話番号、メールアドレス、住民登録番号等

の個人情報を取得します。かかる行為に関して、日本では「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情

報取扱事業者としての義務を課されており、韓国においては個人情報の取得や保管についての法令違反があ

る場合には行政処分や刑事罰の対象となる場合もあります。当社グループでは相当数の個人情報をサーバー

内に保管・管理しており、近時世界的規模で増加しているハッキング行為等に鑑み「Global Security 

Center」の新設等のセキュリティ強化対策を実施しております。また、当社ウェブサイト上でもプライバ

シーポリシーを掲示し当社グループの取組み姿勢を示しております。

　当社グループは、継続的にセキュリティ強化対策を行うとともに、社員教育を徹底することで個人情報の流

出を未然に防げるよう細心の注意を払う所存でありますが、最近でも当社グループのサーバーに対する外部

からのハッキング行為があったことが発覚しており、韓国では、多くのユーザーの氏名及び暗号化済みの住

民登録番号といった個人情報の漏洩があったことも確認されております。このような外部からのハッキング

行為や従業員の不正行為などにより個人情報が漏洩した場合には、ユーザーからの損害賠償請求、行政処分、
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刑事罰及びそれらに起因する信用低下等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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